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No.828 2022 年 12 月 5 日奥多摩町役場　☎ 0428-83-2111( 代 )　FAX 0428-83-2344

　来年の４月から、新たに保育園に入園を希望される方の申し込みを子ども家庭支援センター、保健福

祉センター、住民課で受付けます。希望される方は、１月１１日（水）までにお申し込みください。

〔町内保育園定員〕氷川保育園　７０人・古里保育園　７０人

〔入園資格〕

　入園できる乳幼児は、同居の親族などが乳幼児の保育にあたれず、保護者（父・母）がつぎの要件の

いずれかに該当する家庭です。

（１）１か月あたりの就労時間が４８時間以上の労働に従事している　（２）妊娠している

（３）出産後間もない　（４）疾病に罹患し、または負傷している

（５）精神または身体に障害を有している　（６）同居等の親族を常時介護または看護している

（７）災害の復旧作業に従事している　（８）求職活動を行っている　

（９）就学している　（１０）児童虐待や配偶者暴力のおそれがある場合　

（１１）育児休業を取得している場合

（１２）保育が必要と町長が認めた場合

　※問い合わせは、子ども家庭支援センター　☎８５－２６１１

令和５年４月以降の新規町内保育園の申し込みについて

　　 〔日時〕　１月１６日（月）　

　　 　　　　午後１時３０分～３時（受付１時１５分から）

　　 〔会場〕　保健福祉センター　２階多目的室

　　 〔内容〕　お子さんに起こりやすい病気の対処法や事故防止について

　　 〔講師〕　奥多摩病院　小林　史典 医師

　　 〔対象〕　子育て中の方、妊婦さん、子育てに関わる方など

　　 〔申込期限〕 １月１１日（水）

　　 ＊６か月以上の子どもの託児サービスもあります。

　　 ※申し込み、問い合わせは、　子ども家庭支援センター　☎８５ー２６１１

第４回ファミサポ・病後児会員研修
 
子どもの応急対応～こんなときはどうする？医師編～

母
子
健
診
日
程
表

１２月２１日（水）　保健福祉センター

　13:00 ～ 13:10 受付

　　１歳６か月児健診

　　令和３年 4・5 月生まれ

　13:10 ～ 13:20 受付

　　３歳児健診

　　令和元年 10・11 月生まれ

　１月１１日（水）　保健福祉センター

　13:00 ～ 13:20 受付

　　１・２・４・５歳児

　　歯科健診・乳幼児歯科相談

　　平成 29・30・令和 2・３年 1 ２月生まれ

保
育
園
入
園
申
込
ほ
か 医療従事者のみなさんへ

　医師法等により、①医師・歯科医師・

薬剤師②保健師・助産師・看護師・准

看護師・歯科衛生士・歯科技工士は、

１２月３１日現在の氏名・住所等の届

出が必要です。

　１月１６日までに①は保健所かオン

ラインで厚生労働省へ、②は保健所

へ届け出てください。※問い合わせ

は、福祉保健局医療人材課（☎０３

（５３２０）４４３４・薬剤師のみ薬

務課（☎０３（５３２０）４５０３）
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